
使用人数に応じた水量で、下水道使用料を計算します。

上水道の使用水量と、使用人数に応じた水量の合計で、
下水道使用料を計算します。

　次のいずれかに該当するときは、下水道使用料の変更や、精算が必要となる場合が
あるので、上下水道サービス課　料金・負担金担当 ☎089-948-6530に連絡してね！
・井戸水や簡易水道を使い始めるとき、使うのをやめるとき　・転入や転出、出生などで使用人数が変わったとき
・使用目的（業務用⇔個人用）が変わったとき




